
令和 3 年 2 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

＊1　乗船効率 ＝ 延人キロ ÷ （ 運航キロ × 平均乗船定員 ） × 100

H29 H30 R１

H29 H30 R１

H29 H30 R１

H29 H30 R１

＊2　ここでいう資金不足比率とは、地方財政法による資金不足比率を指し、以下の算式により算出するものとする。

資金不足比率〔法適用企業の場合〕　　 =　（地方財政法施行令第15条第１項により算定した資金の不足額）／（（営業収益）－（受託工事収益）） ×100

資金不足比率〔法非適用企業の場合〕　=　（地方財政法施行令第16条第１項により算定した資金の不足額）／（（営業収益）－（受託工事収益）） ×100

法適用（全部適用・一部適
用）・法非適用の区分

法適用（一部適用）

　大島～平戸航路は、平成24年2月から民間他社の航路撤退によりフェリー1隻体制となり航送車両の積み残しの課題解決及
び平成31年度からごみ・し尿の島外処理に伴う航送車両の増加に対応するため、車両航送能力を強化した新船「フェリー大島」
が平成31年3月から就航している。令和元年には航路改善方策による運賃改定を行った。平成30年度決算では旧船「第二フェ
リー大島」を売却し、黒字となっているが、経営状況では、国、県からの補助金及び一般会計からの繰入金により経営の均衡を
図っている。

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

100.0％ 135.7％ 99.2％

純 損 益 （ 又 は 実 質 収 支 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

0千円 64,137千円 △21,906千円

資 金 不 足 比 率
＊ 2

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
0.0％ 0.0％ 0.0％

【上記の指標等を踏まえた現在の経営状況の分析】

（２）料金形態

年　　月　　日 制　度　及　び　賃　率

上限認可 令和元年10月7日

実　　  施 令和元年11月1日 平戸市市営交通船利用条例

（３）現在の経営状況

料 金 収 入
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

157,777千円 148,932千円 156,204千円

職 員 数 12人 年 間 輸 送 人 員 数 93千人

営 業 航 路 18.53㎞ 在 籍 船 舶 数 1両

2年

年 間 運 航 キ ロ 50,281千㎞ 乗 船 効 率
＊ 1 16.8％

（１）事業形態等

平戸市船舶運航事業経営戦略

団 体 名 ： 平戸市

事 業 名 ： 平戸市船舶運航事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

運 航 路 線 数 １本 平 均 船 齢



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　①収支計画のうち投資についての説明

　②収支計画のうち財源についての説明

　③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　組織体制については、船員10名、事務職員2名で人件費については、令和３年度当初予算を基準とし、年１％ずつ定期昇給に
よる増加分を加算した。
　維持管理面では、新船ということもあり今後10年間では大きな修繕等は発生しないと見込み毎年の法定点検と主機等のオー
バーホール等を計上した。燃料潤滑油費は原油価格の変動等について予測が大変難しいため、毎年同水準で推移すると予測
した。その他の経費については、令和3年度当初予算水準で予測した。
　令和3年度からは、新船建造に係る起債償還が開始される。

　航路改善計画において朝１便のみ寄港している田平港について、航路改善方策として運航費用削減に向けた寄港地再編の
検討としている。田平港は、病院へ通院されている利用者も多く年間約6,000人が利用しており、今後利用者の状況等を考慮し
ながら航路再編が可能か検討していく。

　本航路は、大島～平戸を結ぶ唯一の生活航路として、大島島民の通学、通勤、通院、生活物資の輸送、さらには農畜水産物
の出荷等のためには欠かすことのできない重要な航路である。
　しかし、大島地区の人口は年々減少し航路利用者も減少しているが、離島住民運賃割引制度の導入による島民利用の促進
や、関係機関との連携を密にし交流人口の拡大に努め収入の確保を図る。費用においても、燃料購入単価の毎月の入札制度
を継続し安価な購入、塗装、小修理等可能な限り船員で行い経費節減に努め離島生活航路の維持に努力していく。
　また、本航路の安全で快適な運航を推進するため、船員の意識向上に努め、関係法令を順守し、輸送の安全を図る。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　現在の使用船舶は、平成31年３月に就航した船舶で、耐用年数は11年となっているが、定期的な点検や修理等を行うことによ
り使用期間の延命化を図る。

　本航路の利用者は、主に大島地区住民で人口減少が続く中運賃収入の増は見込めない状況である。運賃改定も令和元年11
月に行っているが事業者単独での航路維持は困難であり、本航路を維持していくためには、国、県からの補助金及び一般会計
からの繰入金により収支均衡を図っていく必要がある。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組
の方向性、検討体制・スケジュール等を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内
容等を記載すること。



４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

経営戦略については進捗管理を行いながら検証を行い、概ね5年を目途に見直しを行
う。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和元年度 令和2年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 156,204 144,669 158,001 157,064 156,160 155,291 154,454 153,648 152,871 152,123 151,403 150,710
(1) 156,204 144,669 158,001 157,064 156,160 155,291 154,454 153,648 152,871 152,123 151,403 150,710
(2) (B)
(3)

２． 70,626 104,256 96,045 94,008 99,224 97,127 98,738 103,707 101,741 106,662 104,649 80,803
(1) 35,857 68,423 60,184 58,147 63,363 61,459 63,070 68,039 66,073 70,994 68,981 58,436

34,957 32,902 28,588 27,620 30,098 29,193 29,958 32,319 31,385 33,722 32,766 27,757
900 35,521 31,596 30,527 33,265 32,266 33,112 35,720 34,688 37,272 36,215 30,679

(2) 34,205 34,205 34,205 34,205 34,205 34,205 34,205 34,205 34,205 34,205 34,205 20,904
(3) 564 1,628 1,656 1,656 1,656 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463

(C) 226,830 248,925 254,046 251,072 255,384 252,418 253,192 257,355 254,612 258,785 256,052 231,513
１． 248,702 248,889 254,010 251,038 255,355 252,393 253,172 257,339 254,601 258,778 256,050 231,513
(1) 77,395 74,821 75,924 76,671 77,425 78,187 78,957 79,734 80,519 81,312 82,112 82,921

32,168 40,333 40,783 41,191 41,603 42,019 42,440 42,864 43,292 43,725 44,162 44,604

45,227 34,488 35,141 35,480 35,822 36,168 36,517 36,870 37,227 37,587 37,950 38,317
(2) 106,511 109,272 113,290 109,571 113,134 109,410 109,419 112,809 109,286 112,670 109,142 108,994

50,639 46,262 45,499 45,499 45,499 45,499 45,499 45,499 45,499 45,499 45,499 45,499
16,375 22,193 26,096 22,193 26,096 22,193 22,193 26,096 22,193 26,096 22,193 22,193

39,497 40,817 41,695 41,879 41,539 41,718 41,727 41,214 41,594 41,075 41,450 41,302
(3) 64,796 64,796 64,796 64,796 64,796 64,796 64,796 64,796 64,796 64,796 64,796 39,598

２． 34 36 36 34 29 25 20 16 11 7 2
(1) 34 36 36 34 29 25 20 16 11 7 2

(2)
(D) 248,736 248,925 254,046 251,072 255,384 252,418 253,192 257,355 254,612 258,785 256,052 231,513
(E) △ 21,906
(F)
(G)
(H)

△ 21,906
(I) 21,906
(J) 195,342 225,955 238,989 233,037 213,973 198,133 185,638 176,332 160,434 151,074 144,730 153,372

42,820 73,119 65,158 63,176 68,086 66,224 67,712 72,393 70,486 75,123 73,175 63,123
(K) 19,299 28,916 61,261 61,168 61,439 61,347 61,442 61,707 61,628 52,290 17,220 17,308

9,596 44,561 44,565 44,569 44,574 44,578 44,582 44,588 34,987

11,956 9,205 9,486 9,337 9,554 9,406 9,445 9,654 9,518 9,727 9,591 9,624
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 156,204 144,669 158,001 157,064 156,160 155,291 154,454 153,648 152,871 152,123 151,403 150,710

(N)

(O)

(P) 156,204 144,669 158,001 157,064 156,160 155,291 154,454 153,648 152,871 152,123 151,403 150,710

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22 条により 算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により 算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

14累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

収

益

的

収

入

特 別 損 失

材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

収

益

的

収

支

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益

収

益

的

支

出

営 業 費 用

動 力 費
修 繕 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計
そ の 他

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

令和4年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和3年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和元年度 令和2年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A)

(B)

(C)

１．

２． 9,596 44,561 44,565 44,569 44,574 44,578 44,582 44,588 34,987

３．

４．

５．

(D) 9,596 44,561 44,565 44,569 44,574 44,578 44,582 44,588 34,987

(E) 9,596 44,561 44,565 44,569 44,574 44,578 44,582 44,588 34,987

１． 9,596 44,561 44,565 44,569 44,574 44,578 44,582 44,588 34,987

２．

３．

４．

(F) 9,596 44,561 44,565 44,569 44,574 44,578 44,582 44,588 34,987

(G)

(H) 356,600 356,600 347,004 302,443 257,878 213,309 168,735 124,157 79,575 34,987

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

34,957 32,902 28,588 27,620 30,098 29,193 29,958 32,319 31,385 33,722 32,766 27,757

344 226 232 240 120 120 120 120 120 120 120 120

34,613 32,676 28,356 27,380 29,978 29,073 29,838 32,199 31,265 33,602 32,646 27,637

34,957 32,902 28,588 27,620 30,098 29,193 29,958 32,319 31,385 33,722 32,766 27,757

令和12年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度令和4年度令和3年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和11年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

資

本

的

収

入

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和9年度 令和10年度

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

令和11年度 令和12年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度


